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メルマガ「労務のツボ」月２回好評配信中です！

★このニュースレターは皆さまにせのお事務所のことを身近に感じていただきたいと願い発行しています。

過ごしやすい季節に

なってきました♪
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●ＨＰは「せのじむ」で検索してね♪

せのお社会保険労務士・行政書士事務所

皆さん、こんにちは。

あっという間に、秋になりましたね。皆さんはどんな「〇〇の

秋」を過ごされたいですか。私は、「食欲の秋」と即答する社

会保険労務士の妹尾です。(^^;

先月、パラリンピックが終わりました。実はオリンピックの

あとで、あまり期待していなかったのですが、ハンディキャッ

プがあっても、私よりはるかに身体能力が高い選手たちの

活躍に驚きました。とくに水泳に目を引かれ、その人らしい

泳ぎ方で、同じ泳ぎ方はまったくなくタイムを競う姿に、パラ

リンピックの醍醐味を感じました。

なんとしてもオリンピックの舞台に立ちたい、立ったからに

は結果を出したいと思い努力をし続けることは、誰もみな同

じです。東京でパラリンピックが開催でき、多くの感動を与え

てもらって感謝ですね。 （妹尾 悟）

パラリンピック

徒然なるままに Vol.122

こんにちは、スタッフの髙見です。

朝晩がずいぶん肌寒くなりましたね、

もうそろそろ衣替えをしなければと思っている今日この頃で

す。

スーパーに行けば、さつまいも・栗・かぼちゃが並んで、食材

からも秋らしさも感じられるようになりました。市販のお菓子で

も、モンブラン味やサツマイモ味が期間限定で出ているので、

見逃せません。

秋は、太らない身体が欲しいなぁと強く思う季節でもあります。

せめてたくさん運動して消費をしなければいけませんね。

(髙見 葵)

またまた食パン

こんにちは、スタッフの筒井です。

少しずつですが、朝晩涼しくなって秋にな

ろうとしています。涼しくなってくると食欲がわいてきます。

そう、食欲の秋なんです。いや、一年中食欲の季節かもし

れません(笑)

以前、ご紹介した食パン「乃が美」のパンと同じ位美味し

い食パンを近場でゲットできるようになったので紹介します。

そのお店は、「HARE/PAN」です。こだわりぬかれた「生」

食パンです。ふわふわとした柔らかさ、食べた瞬間に甘み

を感じる。パンフレットには、オリジナルのブレンド小麦粉を

使用して、ハチミツを配合しているとも書かれていました。

そんな食パンはいかがでしょうか。

（筒井 浩美）

知っ得！ 人事労務トピックス

●

食欲の秋

●令和3年度最低賃金改定

最低賃金改定時によくあるミスをご紹介します。次の

点に注意しましょう。

・給与ソフトの設定変更ミス…在籍年数が長い方で、年

齢が高い方に注意

・月給者の最低賃金確認もれ…月平均所定労働時間

数で割ると最低賃金を下回っていた

・最低賃金の基礎となる手当の勘違い…通勤手当、

精皆勤手当、家族手当は基礎から除く

主な都道府県 改定額

岡山県
令和3年10月2日～

862円

広島県
令和3年10月1日～

899円


